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忘れずに納付しましょう。

◆固定資産税　第４期
◆国民健康保険料　第５期
◆介護保険料　第５期

◆後期高齢者医療保険料　第５期

今月の納期

●対象者　　新型コロナウイルス感染症に起因し
て県内の事業所を解雇・雇止めされ
た県内の労働者

●応援金　　一人当たり５万円
●申請方法　県のホームページに掲載している申

請書に必要書類を添付して、郵送で
送付ください。

●申請期間　解雇・雇止めされた期間により、申
請期間が異なります。詳しくは、県
のホームページをご確認ください。

問　山形県庁　産業労働部　
　　雇用・コロナ失業対策課
　　☎023－630－2377

新型コロナウイルス感染症対策
離職者応援事業

安心安全な道路の横断を心がけましょう

●申し込み・お問合せ先
　役場健康福祉課 子育て支援室　☎ 52－2111（内線370）

令和４年度

認定こども園等への
入園案内について

　国の子ども子育て支援新制度では、就学前におけるお子さんの教育・保育を保障するため認定制度を導入
しています。このため、認定こども園等の保育施設利用にあたっては、住所地の市町村から教育・保育の必
要性の確認のための認定を受けたお子さんについて、入園の申し込みを行っています。

　認定こども園めごたまは、以下の内容で要件を定め「支給認定申請書」と「入園申込書」を同一の様式で
兼用しています。

【新規入園児について】
●入所要件（令和４年４月１日現在年齢）
①３歳以上のお子さん
保育が必要・必要でないに関わらず入園すること
ができます。
②満８ヶ月以上３歳未満のお子さん
保護者が、仕事や病気などのために、家庭で保育
ができない状況と認められた場合（保育を必要と
する場合）に入園することができます。
●申込書の配布開始と配布場所
11月５日（金）から、健康福祉課子育て支援室窓
口でお渡しします。
●申込方法及び提出先
申込書（施設型給付費・地域型保育給付費等支給
認定申請書）に必要事項を記入し、就労証明書な
ど保育の必要性を証明する書類を添えて、申込受
付期間内に健康福祉課に提出してください。

●受付期間　11月26日（金）～12月10日（金）
●認定結果及び入園決定通知
家庭状況（保護者に加え65歳未満の同居祖父母
の就労状況等含）や保護者の希望等を踏まえ、内
容を審査し、必要に応じて利用調整（選考）を行い
ます。認定結果及び入園の決定については、１月
下旬～２月初旬頃に保護者にお知らせいたします。

【継続して入園する園児について】
　町から支給認定を受け、すでに入園しているお子
さんについては、新たに入園の申込みを行う必要は
ありません（ただし、３歳未満のお子さんについては、
保護者の就労状況等により家庭で保育ができない状
況の場合のみ、継続入園が可能となります）。
※12月中に園を通して「入園継続確認書」を配付
いたしますので、提出をお願いします。

▼場　所　金山町大字金山571
　　　　　（町体育センター前）
▼時　間　平日（９時～11時45分、

13時15分～15時30分）
▼利用料　無料

入園前のお子さんやママたちが集
まり、いろいろな遊びや交流の場
を提供しています。おじいちゃん
おばあちゃんも大歓迎です。お気
軽にご利用ください！

●子育て支援センターおひさま

　自転車や歩行により、道路を横断する際は、
近くに横断歩道や信号機のある交差点がある場
合は、歩行者優先となる横断歩道を歩行するよ
うにしてください。
　どうしても近くにない場合は、道路の走行状
況を十分に確認、注意をしたうえで横断するよ
うにしてください。車が走行しているとき、正
面から見てもどの程度スピードが出ているか判
断するのはとても難しいことです。特に国道
13号線など、交通量が多い道路については決
して無理のない横断を心がけてください。
　運転手は、横断歩道を渡る人がいる場合は必
ず一時停止しましょう。

問　役場町民税務課　
　　くらし安全係
　　☎52－2111（内線246）


